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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成25年2月14日(2013.2.14)

【公表番号】特表2011-508007(P2011-508007A)
【公表日】平成23年3月10日(2011.3.10)
【年通号数】公開・登録公報2011-010
【出願番号】特願2010-539432(P2010-539432)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ  11/02     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/087    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/09     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  11/02    　　　　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３８１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３３１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３２５　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３２１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３６１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３１１　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年11月29日(2011.11.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　本発明の実施において使用するのに適切なオイルは制限されない。適切なオイルの例と
しては、脂肪族炭化水素（ｎ－ペンテン、ヘキサン、ヘプタンなど）、脂環式炭化水素（
シクロペンタン、シクロヘキサンなど）、芳香族炭化水素（ベンゼン、アルカン、フッ素
化アルカン、クロロフルオロカーボンなど）、シリコーンオイル、分岐パラフィン系溶剤
ブレンド、例えばＩｓｏｐａｒ（登録商標）Ｇ、Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｈ、Ｉｓｏｐ
ａｒ（登録商標）Ｋ、Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｌ、Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｍおよび
Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｖ（ニュージャージー州所在のＥｘｘｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎから入手可能）など、並びに脂肪族炭化水素溶剤ブレンド、例えばＮｏｒｐａｒ（
登録商標）１２、Ｎｏｒｐａｒ（登録商標）１３およびＮｏｒｐａｒ（登録商標）１５（
ニュージャージー州Ｅｘｘｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能）などが挙げられ
る。１００℃を超える沸点を有するオイルが好ましい。特に好ましいオイルは、大豆油お
よび石油炭化水素である。離散粒子の固相を可溶化しないオイルも特に好ましい。
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